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青
色
ニ
ュ
ー
ス

１、申告内容の確認について

２、インボイス制度
４、事業復活支援金
６、感染拡大防止協力金
７、ツカエル青色申告
８、国税の振替日について

（一社）品川青色申告会
品川区南品川4-2-32
品川税経会館１階
電話03(3474)7564(代)
ＦＡＸ03(3458)2616

確定申告お疲れ様でした

申
告
内
容
の
再
確
認
を
し
ま
し
ょ
う

確
定
申
告
し
た
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
場
合
は
、
所
轄
税
務
署
に
対

し
て
『
修
正
申
告
』
又
は
『
更
正
の

請
求
』
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
に
注
意
が
必
要
な
の
は
、
売
上

の
計
上
漏
れ
等
に
よ
り
、
納
め
る
べ

き
税
金
が
少
な
か
っ
た
場
合
に
行
う

『
修
正
申
告
』
で
す
。

こ
の
『
修
正
申
告
』
は
、
増
額
し

た
税
金
の
納
付
が
遅
く
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
延
滞
税
等
が
加
算
さ
れ
て
い

き
ま
す
。
加
算
さ
れ
る
金
額
に
は
住

民
税
に
対
す
る
延
滞
金
等
も
あ
り
ま

す
。一

方
、
経
費
の
計
上
漏
れ
等
に
よ

り
税
金
を
多
く
支
払
っ
た
場
合
に
行

う
『
更
正
の
請
求
』
に
は
【
事
実
を

証
明
す
る
書
類
】
が
必
要
と
な
り
、

法
定
申
告
期
限
か
ら
原
則
と
し
て
５

年
間
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
。

令
和
4
年
1
月
に
品
川
区
の
税
務

納
税
功
労
者
へ
の
表
彰
が
さ
れ
ま
し

た
。今

年
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
蔓
延
の

影
響
の
為
、
表
彰
式
は
行
わ
れ
ず
、

表
彰
者
へ
の
表
彰
状
の
贈
呈
だ
け
と

な
り
ま
し
た
。

当
会
か
ら
も
永
年
の
功
績
に
よ
り
、

次
の
方
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

。

税
務
功
労
者

都
税
事
務
所
長
感
謝
状

佐
藤

久
男

氏

品
川
区
納
税
功
労
表
彰

（
感
謝
状
）

松
澤

剛

氏

中
山

隆
一

氏

納付すべき税額に不足額があ
るとき
純損失の金額又は還付金の額
が過大であるとき 等

⇒ 「修正申告」

納付すべき税額が過大だった
とき
純損失又は還付金の額が過少
であるとき又は純損失等の金
額の記載がなかったとき 等

⇒ 「更正の請求」

当会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

F a c e b o o k
(ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ)

令和4年4月号

第 55 号
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登録申請のスケジュール

登録申請書
提出受付開始

令和５年１０月１日登録の
登録申請書提出期限(原則)

適格請求書等
保存方式導入

令和３年
１０月１日

令和５年
１０月１日

令和５年
３月３１日

令和５年１０月１日より適格請求書発行事業者と
なることを希望される場合には、原則、この期間
内に登録申請書を提出する必要があります。

こ
こ
が
変
わ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

消
費
税
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

（
一
般
課
税
の
場
合
）

消費税の計算方法（一般課税の場合）

消費税額 ＝
課税売上に係
る消費税額
(売上税額)

－
課税仕入れ等に
係る消費税額
(仕入税額)

仕入税額控除

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
る
と
、
消
費
税
の
計

算
方
法
に
変
更
が
生
じ
ま
す
。

仕
入
税
額
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
登
録
番
号
等

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
「
適
格
請
求
書
」
の
保
存
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

「
適
格
請
求
書
」
は
、
税
務
署
長
の
登
録
を
受
け
た

「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
だ
け
が
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
同
じ
仕
入
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
相
手
が
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
で
あ
る

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
仕
入
れ
税
額
控
除
額
に
影
響
が

及
ぶ
た
め
確
定
申
告
の
際
の
納
め
る
税
額
に
変
化
が
生

じ
ま
す
。

な
お
、
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
の
登
録
を
お

こ
な
っ
た
場
合
、
た
と
え
免
税
事
業
者
で
も
課
税
事
業

者
と
し
て
消
費
税
の
申
告
を
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

令和5年10月1日
導入開始

国税庁インボイス
特設サイト

イ ン ボ イ ス 制 度
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事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

・
会
員
向
け
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
説
明
会
を
、
今
後
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

日
程
・
内
容
等
に
つ
い
て
決
定
次
第
会
報
等
に
て
ご
案
内
い
た
し
ま

す
。
ま
た
、
個
別
で
の
ご
質
問
等
に
つ
い
て
も
対
応
い
た
し
ま
す
。

Ｑ
登
録
を
受
け
る
か
ど
う
か
っ
て
、

ど
う
判
断
し
た
ら
い
い
の
？

Ａ
、
売
上
先
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
求

め
ら
れ
る
か
、
検
討
確
認
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
消
費
税
の
課
税
事
業
者
で
あ
る
売
上
先
は
、
仕
入
れ
税
額
控
除
の
為
、
あ

な
た
の
交
付
す
る
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
で
す

・
課
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
て
い
る
売
上
先
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
が
不
要
で
す

・
消
費
者
、
免
税
事
業
者
で
あ
る
売
上
先
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が
不
要
で
す
。

登
録
を
受
け
た
場
合
と
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
考
え
て
み

ま
し
ょ
う

・
登
録
を
受
け
た
場
合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が
交
付
で
き
、
課
税
事
業
者
と
し

て
消
費
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

・
登
録
を
受
け
な
い
場
合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
が
、
課
税

事
業
者
と
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
売
上
先
は
、
経
過
措
置
期
間
は
仕
入
れ
税
額
の
一
部
が
控
除
で
き

ま
す
（
経
過
措
置
終
了
後
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
）

・
必
要
に
応
じ
て
、
取
引
先
（
売
上
先
や
仕
入
先
）

と
取
引
条
件
の
見
直
し
を
相
談
す
る
な
ど
も
検
討

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
逆
に
、
取
引
先
か
ら
相
談

を
受
け
る
場
合
も
あ
り
得
ま
す
。

適
格
請
求
書(

イ
ン
ボ
イ
ス)

の
主
な
記
載
事
項

①
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号

②
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

③
取
引
年
月
日

④
取
引
内
容
（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）

⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額
税
抜
き

又
は
税
込
み
）
及
び
適
用
税
率

⑥
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等

適格請求書(インボイス)の記載例

不
特
定
多
数
者
に
対
し
て
販
売
を
行
う
一
部
の
業
種

に
つ
い
て
は
、
『
適
格
請
求
書
』
に
代
え
て
、
『
適
格

簡
易
請
求
書
』
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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https://jigyou-ukkatsu.go.jp/

※「一次支援金」又は「月次支援金」をすでに受給された方に関しては、①②
の手続きが不要となります。

こちらから特設サ
イトへアクセスで
きます

③申請手続き

②登録機関による
事前確認(※)

①アカウントの申
請・登録等(※)

申
請
手
続
き
の
流
れ

４月より（一社）品川青色
申告会でも受付開始（会員
のみ）。電話対応可

申請用のＷＥＢページから
申請します。

申請用のＷＥＢページから
登録します。

申請期限
令和4年1月31日(月)～5月31日(火)

給付額（※）
基準期間の売上高 － 対象月の売上高×５

※給付上限額（個人事業主の場合）
売上高減少率
50％以上 最大 50万円
30％以上50％未満 最大 30万円

対象者（次の2つの要件を満たしている必要があります）
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(※)
②2021年11月～2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018
年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と
比較して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者

※詳細についてはサイトをご確認ください。また、その影響を受
けたことを裏付けるための書類を追加提出を求める場合があり
ます。

事 業 復 活 支 援 金
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事業復活支援金事務局相談窓口（申請者専用）
℡：0120-789-140

※受付時間は、8時30分～19時00分（土日、祝日含む全日対応）
※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願
い申し上げます。

電子申請の方法がわからない方や難しい方を対象に、
「申請サポート会場」にて補助員が電子申請の入力サポー
トを実施します（完全予約制：都内６会場）。
入力サポートを希望される場合は、登録確認機関による

事前確認を済ませたうえで、サポート会場の来訪予約を
行ってください。

申請の際に用意する書類
・本人確認書類(運転免許所やマイナンバーカードなど)
・確定申告書類の控え(決算書及び申告書)
・対象月の売上台帳等
・振込先の通帳
・宣誓・同意書

一時支援金及び月次支援金を受給しておらず継続支援の関
係がない方は、以下の書類も必要となります
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る１取引分の請求書又は領収書
・基準月の売上に係る通帳等（取引が確認できるページ）

対象月
令和3年11月～令和4年3月のいずれかの月で、基準期間の同月(基準月)と比
較して売上が50%以上又は30％以上50％未満減少した月

基準期間
「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月
～2021年3月」のいずれかの期間

基準月
基準期間における対象月と同じ月

キーワード解説
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要請内容Ａ 要請内容Ｂ

対象 認証店 認証店・非認証店

営業時間
の短縮

従前21時から翌朝5時までの時間
帯に営業を行っていた店舗にお
いて、5時から21時までの間に営
業を短縮

従前20時から翌朝5時までの時間
帯に営業を行っていた店舗にお
いて、5時から20時までの間に営
業を短縮（休業を含む）

酒類提供 11時～20時まで可 行わない

人数
1グループ・1テーブル4人以内
(※1)

1グループ・1テーブル4人以内
(※1)

支給額計
(※2)

90万円～上限720万円 108万円～上限720万円

申請期間
令和4年3月22日(火)～4月27日(水)

対象期間
令和4年2月14日(月)～3月21日(月)
※対象期間の全期間協力していただく必要があります。

申請方法
郵送又はオンライン申請(※)

こちらから特設サ
イトへアクセスで
きます

(※1)認証店は、「対象者全員検査制度」を活用し、全員陰性の結
果を確認した場合には、人数上限なし。

(※2) 支給額等の計算上、売上高の証拠書類の添付が必要となる場
合があります。支給額の計算方法については、ホームページ等
をご確認ください。 感染防止徹底点検済証

(※)オンライン申請ポータルサイト
https://jitan.portal.metro.tokyo.lg.jp

今回の協力金は、認証店・非認証店によって要請内容及び支給金額が異なります。

感染拡大防止協力金

認証店
「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、こ
れを店頭に掲示している店舗

非認証店
「感染防止徹底点検済証」の交付を受けていない又
は掲示していない店舗

キーワード解説
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１年目の方は ２年目以降の方

１２，０００円

▲６，０００円

▲６，０００円

０円

青年部・女性
部割で

初年度割で

導入初年度が

年間使用料が

当会推奨クラウド会計ソフト

１２，０００円

▲２，０００円

１０，０００円

継続割で

2年目以降は

年間使用料が

固定資産台帳

不動産収入の内訳書

不動産収入の内訳書

昨
年
よ
り
導
入
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
、
ク
ラ
ウ
ド
会
計
ソ
フ

ト
『
ツ
カ
エ
ル
青
色
申
告
オ
ン
ラ
イ
ン
』
で
す
が
、
は
や
く
も

ユ
ー
ザ
ー
の
方
よ
り
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
導
入
初
年
度
だ
け
で
な
く
2
年
目
以
降

も
割
引
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
導
入
を
ご
検
討
く

だ
さ
い

主
な
メ
リ
ッ
ト

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
環
境
が
あ
れ
ば
利
用
可

・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
・
マ
ッ
ク
ど
ち
ら
で
も
利
用
可
能

・
自
動
で
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
る
た
め
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

等
の
作
業
が
不
要
、
ま
た
法
改
正
に
も
対
応

・
銀
行
預
金
や
カ
ー
ド
等
と
デ
ー
タ
連
携
さ
せ
る
こ
と
で
、

会
計
ソ
フ
ト
が
自
動
仕
訳
処
理
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【
廃
業
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
廃
業
さ
れ
た
方
で
も
、
そ
の
年
に
事

業
所
得
等
が
あ
る
場
合
は
原
則
と
し

て
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※

詳
細
は
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

【
会
員
の
慶
弔
規
定
に
関
し
て
】

★
慶
弔
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
・
祝
金
を

会
よ
り
お
渡
し
し
ま
す
。

な
お
、
そ
の
事
実
か
ら
３
ケ
月
以
内

に
事
務
局
へ
ご
連
絡
頂
く
事
が
適
用

条
件
で
す
。

※

詳
細
は
お
問
合
せ
下
さ
い
。

【
土
曜
日
営
業
に
つ
い
て
】

★
６
月
～
12
月
ま
で
の
第
一
土
曜
日

(

祝
日
を
除
く)

は
通
常
営
業
致
し
ま

す
。

な
お
、
出
社
し
て
い
る
職
員
が
通
常

よ
り
も
少
な
い
た
め
、
予
約
制
に
よ

る
入
場
制
限
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
駐
車
場
に
つ
い
て
】

★
車
で
の
ご
来
局
予
定
の
方
は
、
駐
車

ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
近
隣
の
有
料
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
電
車
・
バ
ス
等
の
公
共

交
通
機
関
や
自
転
車
等
で
の
来
局
を

お
勧
め
し
ま
す
。

※

自
転
車
保
険
・
交
通
傷
害
保
険
取
り

扱
っ
て
ま
す
。

転
居
・
廃
業
等
さ
れ
た
方
へ

【
転
居
や
結
婚
さ
れ
た
方
な
ど
】

①(

一
社)

品
川
青
色
申
告
会
の
登
録
情
報

を
変
更
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
連

絡
下
さ
い
。

※

共
済
や
保
険
に
ご
加
入
の
方
は
変
更
手

続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
請
求

時
等
に
お
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※

お
引
っ
越
し
先
が
遠
隔
地
で
も
、
品
川

の
青
色
申
告
会
に
継
続
し
て
所
属
が
出

来
ま
す
。
最
寄
り
の
青
色
申
告
会
へ
異

動
を
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
付
け
下
さ

い
。

※

氏
名
が
変
わ
っ
た
方
は
税
務
署
へ
届
出

書
の
提
出
を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
氏
名
変
更
後
に
姓
名
義
の
口
座

を
還
付
口
座
に
指
定
す
る
事
は
出
来
ま

せ
ん
。

②
転
居
の
場
合
は
税
務
署
へ
届
出
書
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

③
事
務
局
に
て
各
種
届
出
書
作
成
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
印
鑑
を

お
持
ち
下
さ
い
。

【
死
亡
又
は
出
国
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
死
亡
さ
れ
た
方
や
一
年
以
上
出
国
さ
れ

る
方
は
原
則
、
一
定
期
間
内
に
『
準
確

定
申
告
』
が
必
要
で
す
。

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ

令和３年分の納期限（法定納期限）及び振替日

申告所得税及び復興特別所得税

納期限（法定納期限） 口座振替日

第 三 期 納 期 令和4年3月15日（火） 令和4年4月21日（木）

延 納 分 令和4年5月31日（火） 令和4年5月31日（火）

消費税及び地方消費税(個人事業者の場合)

納期限（法定納期限） 口座振替日

確 定 申 告 ( 原 則 ) 令和4年3月31日（木） 令和4年4月26日（火）

※ 申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ

(注)申告納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期日と同一日（令和4年5月
31日）となったため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基
づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引き落としを行います。
なお、振替納税による口座引落しが出来なかった場合には、申告した日の翌日から完納の
日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。

所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税

口 座 振 替 日 令和4年5月31日（火）(注) 令和4年5月26日（木）


